
別表第 2 記録撮影による出来形管理 
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工事写真 

着手前及び完成写真 

施工状況写真 

安全管理写真 

材料検査写真 

品質管理写真 

出来形管理写真 

災害写真 

その他（公害、環境、補償等） 

撮影記録による出来形管理 

 

１ 目的 

この写真管理基準（以下、「管理基準」という。）は、長野県農政部の発注する農業農村整備事業等

に係る工事について、施工管理基準で定めた「撮影記録による出来形管理」の趣旨に従い、工事写真

の撮影、整理が適切に行われることを目的として、工事の出来形の適正化を図るため、受注者が実施

する撮影記録による出来形管理の基準を定めたものである。 

 

２ 適用 

  この管理基準は、地域振興局農地整備課が実施する土木工事を請負により施工する場合に適用する

もので、この管理基準と特別仕様書が一致しない条項は特別仕様書が優先する。 

また、電子納品による場合は「農政部における電子納品に係る実施要領」に定める「デジタル写真

管理情報基準（案）」（以下、「電子納品要領（案）等」という。）による。 

 

３ 工事写真の分類 

  工事写真は次のように分類する。なお、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 写真の色彩 

写真はカラーを原則とする。ただし、次のものについてはカラーに限るものとする。 

 着手及び完成写真 

 土質、岩質及び塗装等色彩に関連があるもの。 

 その他特別仕様書で指示するもの。 

 

５ 工事写真の大きさ 

工事写真の大きさは、サービス版を標準とし、紙による写真帳の場合はＡ４判のアルバムを標準と

する。ただし、電子納品による場合の写真の大きさは、電子納品要領(案)による。 
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６ 工事写真の撮影基準 

 工事写真の撮影は、別紙撮影箇所一覧表に示すものを標準とする。 

 特殊な場合で監督員が指示するものについては、指示した項目、頻度で撮影する。 

 写真の撮影にあたっては、原則として工事名、撮影年月日、測点番号、工種及び概略図並びに

実測寸法と、（  ）書きで設計寸法を記載した小黒板等を被写体と共に写し込む。なお、小

黒板の判読が困難となるおそれがある撮影については、プリント後別紙に必要事項を記入貼付

する。 

 

７ 工事写真等の整理方法 

 工事写真の整理方法は次のとおりとする。 

 施工管理工事写真は、施工管理の手段として各工程の施工段階及び出来形寸法、品質管理状況

の写真を撮影する。 

同じ工程内容を繰り返すものは、代表的な１サイクルの部分（着手前、完成、施工状況、安全

管理、材料検査、品質管理、出来形管理、その他）の写真をアルバム等に整理する。 

また、電子納品による場合は、電子納品要領（案）により整理する。 

 不可視部等管理工事写真は、施工管理の手段として、工事完成の後、明視できない箇所の施工

状況及び工事中の災害写真等を撮影し、出来形・品質の把握に役立つ写真をアルバム等に整理

する。 

また、電子納品による場合は、電子納品要領（案）により整理する。 

また、基礎等が土砂又は水面に埋設する場合、法長の測量点を赤ペンキ等で印をする。印の位

置はなるべく１ｍとか２ｍのように整数値とする。 

 写真の整理方法は施工順に従い、工種毎に各段階（着手前、施工状況、出来形管理、完成）に

整理し工事過程が容易に把握できるようにし、安全管理、材料検査、品質管理等はそれぞれに

分類して整理する。 

また、電子納品による場合は、電子納品要領（案）により整理する。 
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（注意事項） 

 ※撮影頻度中の１施工単位とは、施工箇所の１ブロックをいう。 

  ただし１ブロックでも形状寸法、規格等が変わるごとに１施工単位とする。 

 

 

 

黒板記入例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※基礎等が土砂又は水面に埋設する場合、法長の測量点を赤ペンキ等で印をする。 

  印の位置はなるべく１ｍとか２ｍのように整数値とする。 
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 工 種 撮影基準 撮影箇所 

１ 

共
通
工
事 

１．一般 

(１)着手前・完成 

 

 

(２)施工状況写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３)被災状況 

 

 

 

 

(４)安全管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(５)使用材料 

 

 

(６)事故報告 

 

 

(７)補償関係 

 

(８)その他 

 

工事着手前及び完成後の全景(でき

るだけ同一部位から撮影する。 

 

施工状況、施工法について適宜撮影

する。また、高度技術、創意工夫・

社会性等に関する実施状況が確認で

きるように撮影する。 

 

仮設関係について適宜撮影する。 

 

 

図面と現地との不一致がある場合は

その状況を撮影する。 

 

基礎工等で埋没される部分、完成後

明視できない部分などについては、

特に留意して撮影する。 

 

 

 

被災のおそれがあるときはその都度

出来高を撮影する。また、被災した

場合は、被災状況、被災規模等を撮

影する。 

 

各種標識類の設置状況について各種

類毎に１回撮影する。 

 

各種保安施設の設置状況について各

種類毎に１回撮影する。 

 

交通整理員等の状況について各１回

撮影する。 

 

安全訓練等の実施状況について実施

毎に１回撮影する。 

 

使用する材料について品目毎に１回

撮影する。 

 

事故の状況について撮影をする。 

 

 

被害状況、損害状況について撮影を

する。 

その他必要に応じて適宜撮影する。 

 

 

 

 

高度技術、創意工夫・社会性等に関

する実施状況箇所を撮影し提出資料

に添付する。 

 

 

使用材料、仮設状況、形状寸法等を

撮影する。 

 

必要に応じてその都度撮影し、施工

協議書等に添付する。 

 

不可視部分について撮影をする。 

 

 

 

 

 

出来高、被災前、被災直後、被災後

をその都度撮影する。 

 

 

 

設置後に撮影する。 

 

 

上記と同一。 

 

 

作業中の状況を撮影する。 

 

 

実施中の状況を撮影し、実施状況資

料に添付する。 

 

形状寸法、検査実施状況、その他必

要箇所を撮影する。 

 

その都度撮影をする。着手前は付近

の写真でも可。 

その都度撮影をする。 
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 工 種 撮影基準 撮影箇所 

１ 

共
通
工
事 

２．掘削 施工延長おおむね40ｍ～80ｍにつ

き１箇所の割合で撮影する。 

上記未満は２箇所撮影する。 

掘削幅、掘削深さ、法長、法勾配、

排水側溝、その他必要箇所を撮影す

る。 

３．盛土 上記と同一 盛土幅員、まき出し厚さ、転圧、法

長、法面(芝)、法勾配、排水側溝、

その他必要箇所を撮影する。 

４．石積み(張) 

ブロック積(張) 

施工延長おおむね40ｍ～80ｍにつき

１箇所の割合で撮影する。 

上記未満は２箇所撮影する。 

床堀、基礎関係、裏込、その他必要

箇所を撮影する。 

５．基礎杭打工 20本に１箇所の割合で撮影する。 偏心量、リバウンド量、その他必要

箇所を撮影する。 

６．矢板打工 施工延長おおむね40～80ｍにつき１

箇所の割合で撮影する。 

上記未満は２箇所撮影する。 

偏心量、その他必要な個所を撮影す

る。 

７．オープンケーソン 構造の寸法表示箇所を１ロット毎に

撮影する。 

幅、長さ、高さ、配筋、その他必要

箇所を撮影する。 

８．栗石基礎 

砕石基礎 

砂基礎 

均しコンクリート 

施工延長おおむね40～80ｍにつき１

箇所の割合で撮影する。 

上記未満は２箇所撮影する。 

幅、厚さ、転圧、粒径、その他必要

箇所を撮影する。 

９．コンクリート付帯構造

物 

コンクリート基礎、側溝、

監渠、横断構造物、ＲＣ

橋、コンクリート擁壁、

その他上記に準ずるもの 

線的な構造物については施工延長お

おむね40～80ｍにつき１箇所の割合

で撮影する。 

上記未満は２箇所撮影する。 

箇所単位の構造物については適宜撮

影する。 

床堀、基礎、幅、厚さ、配筋、高さ、

その他必要箇所を撮影する。 

10．精度を要するもの 

分水工軽量部 

ゲート戸当部 

橋台沓部 

構造図の寸法表示箇所を撮影する。 幅、厚さ、高さ、配筋、その他必要

箇所を撮影する。 

11．Ｕ字溝 

Ｕ字フリューム 

ベンチフリューム 

施工延長おおむね40～100ｍにつき

１箇所の割合で撮影する。 

上記未満は２箇所撮影する。 

施工状況、その他必要箇所を撮影す

る。 

12．土水路 おおむねせ施工延長200～400ｍにつ

き１箇所の割合で撮影する。 

上記未満は２箇所撮影する。 

施工延長を示さない場合は、１～２

工区つき１箇所の割合で撮影する。 

幅、高さ、厚さ、法勾配、その他必

要箇所を撮影する。 

13．鉄筋組立 １スパン(１打設ブロック)ごとに撮

影する。 

かぶり、中心間隔、その他必要箇所

を撮影する。 
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 工 種 撮影基準 撮影箇所 

２ 

ほ
場
整
備
工 

１．表土扱い おおむね10a当り１箇所の割合で撮

影する。 

表土厚をする。 

 

おおむね1ha当り１箇所の割合で撮

影する。 

剥ぎ取り状況、表土集土状況、集土

検測を撮影する。 

２．基盤造成 

  表土整地 

おおむね10a当り１箇所の割合で撮

影する。 

基盤面、表土埋戻後、を撮影する。 

おおむね１ha当り１箇所の割合で撮

影する。 

表土埋戻状況を撮影する。 

３．畦畔復旧 施工延長おおむね200～400ｍにつき

１箇所の割合で撮影する。 

上記未満は２箇所撮影する。 

高さ、幅、その他必要箇所を撮影す

る。 

４．用排水路 おおむね路線ごとに１～3枚程度撮

影する。 

上記と同じ。 

布設状況、出来形を撮影する。 

畦畔を含め、幅、高さ、厚さ等を撮

影する。 

５．道路工 

(砂利道) 

幹線道路は、40～100ｍにつき、１箇

所の割合で、支線道路は、200～400

ｍにつき１箇所の割合で撮影する。 

まき出し厚、転圧、厚さ、幅、その

他必要箇所を撮影する。 

３ 

農
用
地
造
成
工
事 

１．耕起深耕 おおむね１ha当り２～３箇所撮影す

るほか、つぼ堀は２ha当たり１箇所

の割合で撮影する。 

耕起深、つぼ掘りを撮影する。 

２．テラス 

(階段畑) 

テラス延長100～200ｍにつき１箇所

の割合で撮影する。 

上記未満は２箇所撮影する。 

幅、耕起幅、法勾配、その他必要箇

所を撮影する。 

３．道路工 

(耕作道) 

施工延長おおむね100～200ｍにつき

１箇所の割合で撮影する。 

幅、厚さ、法勾配、側溝幅を撮影す

る。 

４．土壌改良 おおむね２ha当たり１箇所の割合で

撮影する。 

サンプル採取中及び試験中の箇所そ

の他必要箇所を撮影する。 

５．改良山成 測定２～３箇所につき１箇所の割合

で撮影する。 

基準高、法勾配、その他必要箇所を

撮影する。 

４ 
農
道
工
事 

１．路盤工 施工延長おおむね40～100ｍにつき

１箇所の割合で撮影する。 

上記未満は２箇所撮影する。 

幅、まき出し厚さ、転圧、その他必

要箇所を撮影する。 

２．コンクリート舗装工 

アスファルト舗装工 

上記と同一。 幅、厚さ、その他必要箇所を撮影す

る。 

３．砂利舗装工 上記と同一。 幅、まき出し厚さ、転圧、その他必

要箇所を撮影する。 

４．道路トンネル 巻厚については１スパンにつき１箇

所の割合で撮影する。 

その他掘削タイプの変化する毎に１

箇所の割合で撮影する。 

巻厚、型枠、切羽、支保工、矢板、

抗口、その他必要箇所を撮影する。 

５．道路トンネル 

(ＮＡＴＭ) 

掘削はタイプの変化する毎に１箇

所、ロックボトルは80～100ｍに１箇

所、コンクリート吹付は40～50ｍに

１箇所、巻厚については１スパンに

つき１箇所の割合で撮影する。 

巻厚、型枠、切羽、支保工、ロック

ボルト、コンクリート吹付、抗口、

その他必要箇所を撮影する。 
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 工 種 撮影基準 撮影箇所 

５ 

水
路
ト
ン
ネ
ル
工
事 

１．水路トンネル 巻厚については１スパンにつき１箇

所の割合で撮影する。 

その他の掘削タイプの変化する毎に

１箇所の割合で撮影する。 

巻厚、型枠、切羽、支保工、矢板、

抗口、その他必要箇所を撮影する。 

６ 

水
路
工
事 

１．現場打開水路 おおむね２スパンにつき１箇所の割

合で撮影する。 

幅、高さ、厚さ、配筋、打継目、そ

の他必要箇所を撮影する。 

２．現場打サイホン 上記と同一。 上記と同一。 

３．現場打暗渠 上記と同一。 上記と同一。 

４．鉄筋コンクリート大型

フリューム 

  鉄筋コンクリートＬ形

水路 

施工延長おおむね40～100ｍにつき

１箇所の割合で撮影する。 

上記未満は２箇所撮影する。 

鉄筋コンクリート大型フリュームに

ついては、布設、その他必要箇所を、

鉄筋コンクリートＬ形水路について

は、幅、厚さ、布設、その他必要箇

所を撮影する。 

５．ボックスカルバート水

路 

上記と同一。 高さ、その他必要箇所を撮影する。 

７ 

河
川
及
び
排
水
路
工
事 

1 コンクリート法覆工 

アスファルト法覆工 

施工延長おおむね40～100ｍにつき

１箇所の割合で撮影する。 

上記未満は２箇所撮影する。 

厚さ、幅、法勾配、法長、その他箇

所を撮影する。 

２．コンクリートブロック

積み水路 

  鉄筋コンクリート柵渠 

上記と同一。 コンクリートブロック積み水路につ

いては基礎関係、裏込、幅、高さ、

その他必要箇所を、鉄筋コンクリー

ト柵居については、アーム間隔、柵

板設置、その他必要箇所を撮影する。 

３．ライニング水路 

  連結ブロック 

  コンクリートマット 

上記と同一。 布設、幅、法長、その他必要箇所を

撮影する。 

８ 

管
水
路
工
事 

１．管体基礎工 

(砂基礎、及び埋戻し

等) 

施工延長おおむね40～100ｍにつき

１箇所の割合で撮影する。 

基礎,埋戻等の厚さ、幅、まき出し、

締固め状況等を撮影する。 

２．管水路 

(遠心力鉄筋コンクリ

ート管) 

施工延長おおむね40～100ｍにつき

１箇所の割合で撮影する。 

上記未満は２箇所撮影する。 

管布設状況、外観検査、ジョイント

関係、その他必要箇所を撮影する。 

３．管水路 

(ダクタイル鋳鉄管、強

化プラスチック複合

管) 

上記と同一 上記と同一 

４．管水路 

(硬質ポリ塩化ビニル

管) 

上記と同一 上記と同一 
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 工 種 撮影基準 撮影箇所 

５．管水路 

(綱管) 

上記と同一 芯出し裾付け状況、溶接作業、清掃

状況、塗装、非破壊検査、ピンホー

ル検査、膜厚検査、その他必要箇所

を撮影する。 

８ 

管
水
路
工
事 

６．管水路 

(埋設とう性管) 

たわみ率 

たわみ量測定箇所２箇所につき１箇

所の割合で撮影する。 

ただし、測定箇所が２箇所のみの場

合は２箇所とも撮影する。 

マーキング関係、Ｄｈ及びＤｖ寸法、

その他必要な事項について撮影す

る。 

７．シールド工事 

(一次覆工) 

施工延長おおむね40～100ｍにつき

１箇所の割合で撮影する。 

上記未満は２箇所撮影する。 

たわみ率測定箇所２箇所につき１箇

所の割合で撮影する。 

ただし、測定箇所が２箇所の場合は

２箇所とも撮影する。 

セグメント設置状況、外観検査、Ｄ

ｈ及びＤｖ寸法、その他必要箇所を

撮影する。 

８．シールド工事 

(二次覆工) 

上記と同一。 管 布設状況、外観検査、ジョイン

ト関係、Ｄｈ及びＤｖ寸法、その他

必要箇所を撮影する。 

９．推進工事 上記と同一。 上記と同一。 

９ 

畑
か
ん
施
設
工
事 

１．スプリンクラー 

 

 

 

 

 

 

１ha当り１～２箇所の割合で撮影す

る。 

埋設深を撮影する。 

10 
橋
梁
工
事 

１．コンクリート桁 

(ポストテンション桁) 

 

 

 

構造図寸法表示箇所を桁ごとに撮影

する。 

ＰＣ鋼線配置状況、幅、高さ、その

他必要箇所を撮影する。 

２．鉄筋コンクリート床版

工 

幅については１スパンにつき１箇所

の割合で撮影する。 

厚さについては施設面積おおむね30

～60㎡につき１箇所の割合で撮影す

る。 

上記未満は２箇所撮影する。 

配筋、幅、厚さ、その他必要箇所を

撮影する。 

３．鉄筋コンクリート高欄

及び地覆工 

上記と同一。 上記と同一。 

11 

橋
梁
下
部
工 

１．橋台工 構造図寸法表示箇所を１基毎に撮影

する。 

基礎関係、配筋、天端長、敷長、敷

幅、高さ、控壁の厚さ、その他必要

箇所を撮影する。 

なお、橋台沓部については｢１共通工

事の10．精度を要するもの｣の項に定

めるところによる。 
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２．橋脚工 

張出式 

重力式 

反重力式 

上記と同じ 基礎関係、配筋、天端長、敷長、敷

幅、高さ、その他必要箇所を撮影す

る。 

３．橋脚工 

(ラーメン式) 

上記と同じ 基礎関係、配筋、天端長、天端幅、

中間幅、基礎幅、高さ、厚さ、その

他必要箇所を撮影する。 

12 

法
面
保
護
工
事 

１．法面保護工 

 

 

 

 

 

 

客土吹付、植生基材吹付は、コンク

リート吹付、モルタル吹付は施工面

積おおむね200～400㎡につき１箇

所、その他は1,000㎡につき１箇所の

割合で撮影する。 

上記未満は２箇所撮影する。 

法面状況、法面清掃、法勾配、法長、

厚さ、ラス張、植生ネット張、むし

ろ張、アンカー打込み等必要箇所を

撮影する。 

13 

暗
渠
排
水
工
事 

１．吸水渠 

 

 

１耕区当り１～２箇所の割合で撮影

する。 

埋設深、埋設間隔、その他必要箇所

を撮影する。 

２．集水渠 

(支線) 

導水渠 

(幹線) 

施工延長おおむね40～100ｍにつき

１箇所の割合で撮影する。 

埋設深、その他必要箇所を撮影する。 

14 

フ
ィ
ル
ダ
ム
工
事 

１．監査廊 

 

１スパンにつき１箇所の割合で撮影

する。 

幅、高さ、厚さ、配筋、打継目、そ

の他必要箇所を撮影する。 

２．提体盛立 

 

 

 

 

盛立高さおおむね３～５ｍにつき１

箇所の割合で各ゾーンごとに撮影す

る。 

ストックパイルは造成の都度１箇所

撮影する。 

ゾーン幅、まき出し厚さ、転圧、レ

ーキング、コンタクトクレー、リッ

プラック工、ストックパイル工、そ

の他必要箇所を撮影する。 

３．洪水吐 

 

２スパンにつき１箇所の割合で撮影

する。 

幅、厚さ、高さ、配筋、打継目、そ

の他必要箇所を撮影する。 

４．埋設計器 

 

各計器毎に撮影する。 埋設状況、埋設時のゲージの状態等

について撮影する。 

５．グラウトボーリング 

 

ボーリングの削孔長を全数撮影す

る。 

削孔長は全数、その他必要箇所を撮

影する。 

15 

頭
首
工
工
事 

１．本体 構造図の寸法表示箇所を撮影する。 幅、厚さ、高さ、長さ、配筋、その

他必要箇所を撮影する。 

２．護床ブロック 

(異形ブロック) 

施工面積おおむね200㎡につき１箇

所の割合で撮影する。 

上記未満は２箇所撮影する。 

基礎地盤状況、裾付け状況、その他

必要箇所を撮影する。 
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16 

海
岸
河
川
工
事 

１．捨石工 

消波ブロック工 

施工延長おおむね40～100ｍにつき

１箇所の割合で撮影する。 

幅、高さ、その他必要箇所を撮影す

る。 

17 

た
め
池
改
修
工
事 

１．提体工 施工延長おおむね20～40ｍにつき１

箇所の割合で撮影する。 

盛土幅員、まき出し厚さ、転圧、法

長、法面(芝)、法勾配、排水側溝そ

の他必要箇所を撮影する。 

２．洪水吐工 おおむね２スパンにつき１箇所の割

合で撮影する。 

箇所単位の構造物については適宜撮

影する。 

床掘、基礎、幅、高さ、配筋、打継

目、パイプ布設、外観検査、ジョイ

ント関係、その他必要箇所を撮影す

る。 

３．樋管工 

同上付帯構造物 

(土砂吐ゲート等) 

施工延長おおむね10ｍにつき１箇所

の割合で撮影する。 

箇所単位の構造物については適宜撮

影する。 

床掘、基礎、幅、高さ、厚さ、配筋、

打継目、その他必要箇所を撮影する。 

４．ボーリンググラウト工 施工削孔につき１回の割合で撮影す

る。 

注入材使用料は空袋等の撮影で行

う。 

施工削孔10孔に１箇所の割合で撮影

する。 

削孔位置、深度、注入材料使用量、

濃度（比重計による）、圧力計、その

他必要箇所を撮影する。 

18 

集
排
管
路
工
事 

１．管路工 マンホール間につき１箇所撮影す

る。 

掘削幅、掘削高、管布設状況、管径、

砂基礎幅、砂基礎厚、埋戻幅、埋戻

厚、その他必要箇所を撮影する。 

２．マンホール工 マンホール毎に撮影する。 掘削幅、掘削高、基礎砕石幅、基礎

砕石厚、マンホール設置（路面から

の高さ）、埋戻幅、埋戻厚、その他必

要箇所を撮影する。 

19 

地
す
べ
り
対
策
工 

１．集水井工 地質が変る毎に施工中１回、ライナ

ープレート施工中２ｍごとに１回の

割合で撮影する。 

材料の寸法は、１施工単位１回撮影

する。 

土質状況、ライナープレートの組立

状況、材料の寸法、その他必要箇所

を撮影する。 

２．杭打工 杭打工は20本に１箇所の割合で撮影

する。 

杭の本数、長さ、径、沈下量、その

他必要箇所を撮影する。 

３．小口径ボーリン 

グ工 

１孔毎に撮影をする。 位置、深度、推進角、湧水量、検尺、

その他必要箇所を撮影する。 
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20 

安
全
施
設
工 

１．防護柵類 １施工単位に１回撮影する。 基礎幅、基礎高さ、根入れ長、取付

高について撮影する。 

２．標識類 基礎タイプ毎に５箇所に１回撮影す

る。 

基礎幅、基礎高さ、根入れ長につい

て撮影する。 

３．支線誘導標 １施工単位に１回撮影する。 高さ、その他必要箇所を撮影する。 

４．区画線工 材料使用量は全数量、施工状況は施

工日に１回撮影する。 

施工前・後について、材料、施工状

況を撮影する。 
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21 

品
質
管
理 

１ コンクリート 

(施工) 

(1)塩化物総量規制 

(2)スランプ試験 

(3)圧縮強度試験 

(4)空気量試験 

(5)コアによる強度試験 

(6)ｺﾝｸﾘｰﾄの洗い分析試験 

(7)ｺﾝｸﾘｰﾄの曲げ強度試験 

 

 

 

ｺﾝｸﾘｰﾄの種類毎に１回撮影する。 

ｺﾝｸﾘｰﾄの種類毎に１回撮影する。 

ｺﾝｸﾘｰﾄの種類毎に１回撮影する。 

品質に変化が見られた場合 

品質に異常が認められた場合 

品質に異常が認められた場合 

品質に異常が認められた場合 

 

 

試験実施中 

試験実施中 

試験実施中 

試験実施中 

試験実施中 

試験実施中 

試験実施中（ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装の場合） 

 

２ コンクリート 

(施工後) 

(1)ひび割れ調査 

(2)テストハンマー試験 

(3)コアによる強度試験 

 

 

構造物毎に１回撮影する。 

構造物毎に１回撮影する。 

テストハンマー試験により必要と

認められた場合 

 

 

試験実施中 

試験実施中 

試験実施中 

３ 転圧コンクリート 

(1)ｺﾝｼｽﾃﾝｼｰＶＣ試験 

(2)マーシャル突き固め試

験 

(3)ランマー突き固め試験 

(4)ｺﾝｸﾘｰﾄ曲げ強度試験 

(5)舗装の温度測定 

(6)現場密度測定 

(7)コアによる密度測定 

 

 

コンクリートの種類毎に１回 

コンクリートの種類毎に１回 

コンクリートの種類毎に１回 

コンクリートの種類毎に１回 

コンクリートの種類毎に１回 

コンクリートの種類毎に１回 

コンクリートの種類毎に１回 

コンクリートの種類毎に１回 

 

試験実施中 

試験実施中 

試験実施中 

試験実施中 

試験実施中 

温度測定中 

試験実施中 

試験実施中 

４ 鋼棒 

(1)引張試験 

(2)曲げ試験 

(3)質量(重量)試験 

 

検査毎に１回 検査実施中 

５ 既製杭工 

 (1)外観検査 

 (2)浸透探傷試験 

 (3)放射線透過試験 

(4)超音波探傷試験 

(5)水セメント比試験 

(6)ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸの圧縮強度試験 

 

 

検査毎に１回 

試験毎に１回 

試験毎に１回 

試験毎に１回 

試験毎に１回 

試験毎に１回 

 

 

検査実施中 

試験実施中 

試験実施中 

試験実施中 

試験実施中 

試験実施中 

 

６ 路床、路盤 

(1)粒度試験 

(2)平板載荷試験 

(3)現場密度測定 

(4)設計ＣＢＲ 

(路床工) 

(5)ﾌﾟﾙｰﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ測定 

 

各種路盤毎に１回 

路床及び各種路盤毎に１回 

路床及び各種路盤毎に１回 

材質毎に１回 

 

路床及び下層路盤毎1000ｍに１回 

 

試験実施中 

試験実施中 

試験実施中 

試験実施中 

 

試験実施中 
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21 

品
質
管
理 

７ アスファルト舗装 

 (プラント) 

 (1)粒度 

 (2)ｱｽﾌｧﾙﾄ量抽出粒度分析

試験 

 (3)温度測定 

 

 

合材の種類毎に１回 

合材の種類毎に１回 

 

合材の種類毎に１回 

 

 

試験実施中 

試験実施中 

 

試験実施中 

８ アスファルト舗装 

 (施工) 

 (1)現場密度の測定 

 (2)温度測定 

 (3)外観検査 

 (4)すべり抵抗試験 

 

 

合材の種類毎に１回 

合材の種類毎に１回 

合材の種類毎に１回 

合材の種類毎に１回 

 

 

試験実施中 

試験実施中 

試験実施中 

試験実施中 

９ 道路土工 

(1)現場密度の測定 

(2)ﾌﾟﾙｰﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ測定 

(3)平板載荷試験 

(4)現場CBR試験 

(5)含水比試験 

 

(6)コーン指数の測定 

(7)たわみ量 

 

土質毎に１回 

工種毎に１回 

土質毎に１回 

土質毎に１回 

降雨後又は含水比の変化が認めら

れた場合 

トラフィカビリティが悪い場合 

プルフローリングの不良箇所につ

いて実施 

 

試験実施中 

試験実施中 

試験実施中 

試験実施中 

試験実施中 

 

試験実施中 

試験実施中 

 

10 ＰＣ橋 

プレストレス導入 

主桁、横桁・床版毎に１回 締付作業中 

 


